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1.
はじめに

①
使用する法令



「法の適用に関する通則法」



「法例」　※「法令」とは異なるので注意すること。

　　


②
レジュメ、参考資料
　　　　eu-info.jp に詳細なレジュメが掲載されているので、利用してください。

　　③
11月15日(木)に中間試験を、また、1月後半には期末試験を実施し、両試験の結果を総合して成績を判定します。

2. 国際私法の必要性


以下の事例の違いについて考えなさい。


①
(a)日本人夫婦が裁判離婚しようとする場合

 

(b)日本人男性とフィリピン人女性が裁判離婚しようとする場合

②  (a)
日本に居住する日本人が、日本国内において交通事故にあい、加害者である日本人に損害賠償を訴求する場合

(b)
日本人が、中国出張中に同僚（日本人）の過失により交通事故で負傷し、帰国後、損害賠償の訴えを提起する場合

  ①および②内の後者の事例は、いずれも複数の国と関連する事件でり、このようなケースを（　　　）と呼ぶ。
 このような渉外事件を裁判で解決するには、まず、

① どの国の裁判所が管轄権を有するか（国際民事訴訟法の問題）



② 同事件に適用される法律はどの国の法律か（国際私法の問題）

を決定しなければならない。「国際私法」の授業では、もっぱら②の問題について講義するので、以下
ではこの問題に限定して説明する（他方、①の問題は、同時開講されている「国際民事訴訟法」の対象である）。
　かつては、国内事件であると、渉外事件であるとを問わず、一律的に国内法（法廷地法）を適用すべきとする見解が主張されていた（法廷地法主義）
。また、ある国で発生した事件には、常にその国の法律が適用されるという見解（属地法主義）や、ある国の国民には常に（同人が外国に滞在する場合にも）本国の法律を適用すればよいという見解（属人法主義）も主張されていたが、今日、このような理論を採用する国はほぼ存在しない。なぜなら、このような考えに従うならば、事件の性質に即さない不当な結果が生じたり
、当事者が全く予測しえなかった法律効果が発生することもあるからである
。そのため、ほとんどの国は、問題となる渉外事件を規律するのに最も適当な私法を選択しているが、その際、国内法を外国法よりも優先させてはならず、両者を平等に扱うことが大原則となっている（内外法の平等の原則）。この作業は、国際私法に基づき行われる。すなわち、国際私法（狭義の国際私法）とは、渉外事件に適用される法令
を決定する法規範であるが、複数の法令の抵触を解決する法規範という意味で、抵触法（Conflict of Laws）
とも呼ばれる。

　各国は、独自の国際私法規定（抵触規定）を有しているが、我が国では、国際私法に関する規定をまとめた法律として、「法例」が制定されている
。
問題　以下の語句について説明しなさい。

① 法廷地法主義
② 属地法主義

③ 属人法主義

④ 内外法の平等

� 	第2次世界大戦以前、ソ連は、自国の裁判所に係属する事件には自国の法令を適用していた。一定の渉外事件に特定の外国法を適用すべきとする国際法は存在しないため、前述したソ連の実務が、国際法違反として非難されることはなかった。溜池「国際私法講義」９頁参照。


� 	例えば、外国人の身分に関する法律関係に日本法を適用するとすれば、当該外国人の本国の風俗、習慣ないし倫理観に反する事態が生じることもある。


� 	例えば、外国人が本国において、本国法に従って締結した契約の効力について、日本法が適用されるとすれば、外国人の予想しえなかった不当な結果が生じることがある。


� 	適用されるのは、ある国のどの法令（民法や商法など）かを決定するではなく、どの国の法令かを決定しなければならない。


� 	英米においては、Private International Lawの代わりに、Conflict of Lawsと呼ばれることが多いが、これは、英米では、一国内に複数の異法地域が存在することに基づいている。例えば、アメリカでは州が独自の法律を制定することができ、離婚に関する各州の法律は、必ずしも統一されていない。そのため、ある事件には、どの州の法律を適用するかを決定しなければならないこともあるが、この問題は、国際的な問題ではなく、国内の問題である。したがって、これを決める法律を国際私法と呼ぶのは適切ではなく、抵触法という名称が使用されている。


� 	その他、「遺言の方式の準拠法に関する法律」や「扶養義務の準拠法に関する法律」などの特別法も制定されている。





